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＜別紙１＞ 

JCHO佐賀中部病院附属介護老人保健施設 訪問（介護予防訪問）リハビリテーションセンター 

重要事項説明書 

（令和 8年 4月 1日現在） 

 

１：概  要 

（１）事業所の名称等 

  事業所名  JCHO佐賀中部病院附属介護老人保健施設 訪問リハビリテーションセンター 

  開設年月日 平成 20年 3月 17日 

  所在地   佐賀市兵庫南三丁目 8番 1号 

  電話番号  ０９５２－２８－５３３３ 

  ＦＡＸ番号 ０９５２－２８－５３３４ 

  管 理 者 JCHO佐賀中部病院附属介護老人保健施設 施設長 園畑 素樹 

  介護保険指定番号  ４１５０１８００６７ 

 

（２）運営方針 

  ①利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

支援します。 

  ②利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。 

  ③利用者の状況に応じ目標を設定し、計画的に訪問リハビリテーションを行うものとします。 

  ④利用者の関係者との連携に努めます。 

  ⑤利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行います。 

  ⑥介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、訪問リハビリテーションを適切かつ有効に行うよう努め

ます。 

  ⑦提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護

支援事業者へ情報の提供を行います。 

 

（３）従業者の職種、員数及び職務の内容 

理学療法士 1名、作業療法士 0.5名（常勤 2名） 

理学療法士及び作業療法士は、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画（介護予防訪問リハビリテー

ション計画）に基づき、必要なリハビリテーション、指導を行います。 

 

（４）提供日及び時間帯 

  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５（祝日及び年末年始は除きます。） 

 

（５）実施地域 

  佐賀市内（川副町、久保田町、諸富町、大和町、富士町、三瀬村を除く）及び神埼市（脊振町を除く） 

  上記の地域以外でも実施可能な場合もございます。担当までご相談下さい。 
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２：実施内容 

  ①訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画等の立案 

  ②リハビリテーションマネジメントに基づく日常生活動作の評価 

  ③基本動作練習・生活動作練習 

  ④住環境整備のアドバイス・介助方法のアドバイス 

  ⑤社会参加への支援 

３：留意事項 

①当センターは利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが 

できるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において必要なリハビリテーションを行う 

ことにより、利用者の心身機能の維持回復を図ります。 

②ご利用者の申し込みにあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

③訪問リハ開始にあたり、かかりつけ医の診察と診療情報提供書が 3カ月に１回は必要になります。 

④訪問リハ開始にあたり、当施設医師の診察による訪問リハ指示が 3カ月に１回は必要になります。 

⑤サービスを提供するにあたっては、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画が作成

されますが、その際、ご利用者、ご家族のご希望を十分に取り入れ、計画の内容については同意をいただく

ようになります。 

⑥本利用契約書に記載の代筆者は、今後当サービスの関する同意や手続き等について、利用者に代わり代

行できることとします。 

⑦別紙 1・別紙 2・別紙 3の改定があった場合については都度利用者の書面による同意をえることとします。 

４：禁止事項 

  当センターの職員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、一切ご遠慮させていただきます。 

５：緊急時の連絡 

  緊急時の場合には「利用契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

６：虐待防止について 

利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため措置を講じます。 

７：業務継続計画の策定について 

感染症や非常災害の発生時において、早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を 

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

８：ハラスメント防止について 

適切な指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるも

のとします。 
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＜別紙 2＞ 

 

 

 

 

 

（介護予防）訪問リハビリテーションにかかる費用（介護保険負担割合証の利用負担割合に準ずる）

内容・要件等項目 1割負担 2割負担 3割負担

円/回
基本単位。1回20分で算定。週6回まで。ただし、退院・
退所日から起算して3ヶ月以内は週12回まで。

【要介護のみ対象】

認知症短期集中リハビリテーション

実施加算
240 円/日 480 円/日 720 円/日

退院・退所又は訪問開始日から起算して3ヶ月以内週2
日を限度とし集中的に実施した場合

訪問リハビリテーション費 308 円/回 616 円/回 924

介護予防訪問リハビリテーション費 298

円/月 810 円/月
訪問リハビリテーション計画について事業所医師が説
明を行った場合。

540 円/月

①医師の詳細な指示、内容の記録
②リハ会議開催し情報共有。会議内容を記録。
③リハ会議の開催（計画作成と見直し：3ヶ月に1回以上）
④PT、OT又はSTが介護支援専門員に対し利用者の有する能
力、自立に必要な支援方法及び日常生活の留意点、介護の工夫
などの情報提供。
⑤事業者と利用者宅を訪問し家族（従業者）に対し、介護の工夫
に関する指導、日常生活の留意点、などの情報を伝達
⑥PT、OT又はSTによるリハ計画説明と利用者家族の同意
⑦上記に適合することを確認し記録（①～⑥）

円/月 639 円/月

円/月

「科学的介護情報システム：LIFE」へのデータ提出と
フィードバック機能を活用している場合の加算

【要介護のみ対象】
リハビリテーション
マネジメント加算

医
師
説
明

270 円/月 540

ロ 213 円/月 426

イ 180 円/月 360

円/回 18 円/回

51
【要介護のみ対象】
移行支援加算

17 円/日 34 円/日

キャンセル料

利用予定日の前日までにキャンセルをする場合は無料です。

その他の場合はキャンセル料として3,150円を頂戴いたします。

但し、ご利用者の容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合キャンセル料は不要。

その他費用

訪問費用

訪問車を有料駐車場に停めた場合の駐車料金の実費

佐賀市無料

利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行う場合には、それに応じた交通費
を請求します。１㎞につき40円

円/回 596 円/回 894 円/回
基本単位。1回20分で算定。週6回まで。ただし、退院・
退所日から起算して3ヶ月以内は週12回まで。

短期集中リハビリテーション
実施加算

200 円/日 400 円/日

1800円1200円600円

病院・診療所を退院する際、事業所医師又は理学療法
士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導
に関する情報を共有し訪問リハを提供する場合の1回
のみの加算

退院時共同指導加算
【1回のみ】

600 円/日
退院・退所又は認定日から起算して3ヶ月以内週2回以
上実施した場合

勤続７年以上のものが1名以上配置されている場合の
加算（支給限度額対象外）

（
Ⅱ

）

3 円/回 6 円/回 9 円/回
勤続３年以上のものが１名以上配置されている場合の
加算（支給限度額対象外）

円/日
訪問リハ終了したのち一定数以上の利用者の家庭や社
会への参加を可能にし、指定通所介護等への移行がで
きている場合の加算

サービス提供体制加算

（
Ⅰ

）

6 円/回 12


